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(57)【要約】
　構造光投影を使用しない三次元歯科撮像装置で構成さ
れているカラー光学印象による経時的三次元測定装置。
この装置は、カラーＣＣＤまたはＣｍｏｓタイプの既定
の位置にある少なくとも二つのセンサーで構成されてい
る立体カメラと、－　既定の固定焦点を有する光学系と
、－　ＬＥＤ照明システムと、－　前記センサーの後方
または近傍に位置づけされセンサーを管理すると同時に
印象採得ゾーンを照明するＬＥＤをも管理し、かつ中央
管理ユニットと、前記ＬＥＤの制御カードを有する電子
システムとを、有する。これらのセンサーは、たった一
回の露光で歯列弓の完全なデータ収集を可能にする、あ
る種の光学印象トレー内に配置されて、歯列弓の全体ま
たは一部分の上に分布している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歯科分野で使用可能なカラー光学印象による経時的三次元測定装置において、構造光投
影を利用せず、かつそのために、前記装置が、
－　その再書込み速度により、読出し速度すなわち連続的印象採得の速度を定義づけし、
かつ静的または動的読出しを可能にするカラーＣＣＤまたはＣｍｏｓタイプの既定の位置
にある少なくとも二つのセンサーで構成されている立体カメラと、
－　術野上で視覚化されたデータを、変形無く前記センサーに伝達できるようにする、既
定の固定焦点を有する光学系と、
－　印象採得ゾーンを照明するための、ＬＥＤ照明システムと、
－　前記センサー各々の後方または近傍に位置づけされ、各センサーを管理すると同時に
印象採得ゾーンを照明するＬＥＤをも管理する電子システムと、
を有する三次元歯科撮影装置で構成されており、
　および前記電子システムが、
－　前記センサーにより読取られたデータを収集し、蓄積し、整理することのできる中央
管理ユニットと、
－　前記中央ユニットにコントロールされる、前記ＬＥＤの制御カードと、
を有し、
　および前記センサーが、歯列弓の全体または一部分の上に分布して、たった一回の露光
で印象を作製できるようになっており、そのため作業者による患者の歯列弓の臨床的走査
を回避し、これらのセンサーは、たった一回の露光での歯列弓の完全なデータ収集を可能
にするある種の光学印象トレー内に配置されていること、
を特徴とする、装置。
【請求項２】
　ＬＥＤが印象トレーに沿って配置させられ、進行中の解析に応じて一括してまたは特定
的に制御されることを特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　電子システムが同様に、
－　ＵＳＢまたはバッテリーの下で機能できる標準タイプの電源カードと、
－　ビューを蓄積しコンピュータに移送できるようにする、カメラ内に含まれた小型メモ
リーカードと、
を有することを特徴とする、請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　検討すべき物体の周囲に公知の幾何形状に沿って規則的に位置づけされるようになって
いる三つのセンサーと、互いとの関係における位置および空間的配向が完全にわかってい
る中心光学軸に沿って各センサーに対面して設置された固定焦点レンズとを有し、前記レ
ンズが、センサーの視野軸との関係において共線位置で、各センサーに固有の三つの画像
トラックを形成することを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　公知の幾何形状に沿って検討対象の物体の周囲に規則的に位置づけされた二つのセンサ
ーと、互いとの関係における位置および空間的配向が完全にわかっている中心光学軸に沿
って各センサーに対面して設置された焦点レンズとを有し、前記レンズが、センサーの視
野軸との関係において共線位置で、各センサーに固有の二つの画像トラックを形成するこ
とを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　ＬＥＤが、補色マーカーを用いて行なわれる印象採得前に実施されたマーキング、また
はナチュラルマーキングを明らかにすることのできる既定の波長を有するものであること
を特徴とする、請求項４または５に記載の装置。
【請求項７】
　ＬＥＤが、センサーの前に設置された各画像焦点レンズの周囲に設置されていることを
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特徴とする、請求項４～６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項８】
　自然色および非人工色から測定が実施されるように、ＬＥＤが、既定の波長をもつＬＥ
Ｄと白色ＬＥＤの組合せで構成されることを特徴とする、請求項４～７のいずれか一項に
記載の装置。
【請求項９】
　センサーおよびＬＥＤに結びつけられたマイクロミラーを有することを特徴とする、請
求項１または２に記載の装置。
【請求項１０】
　光学系が少なくとも一つの内視鏡を含むことを特徴とする、請求項１～９のいずれか一
項に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人体の表面で数立方センチメートルの立体をカラー光学印象により経時的に
三次元測定する新規の装置において、その構造的無欠性を保証し口腔内撮影のため歯科分
野で適用可能であると同時に、この分野において診断を補助することもできる装置であっ
て、カラーＣＣＤまたはＣｍｏｓタイプの一つ以上の電子センサーに結びつけられた小型
立体撮影システム（ｓｙｓｔｅｍｅ　ｓｔｅｒｅｏｓｃｏｐｉｑｕｅ　ｍｉｎｉａｔｕｒ
ｉｓｅ）と、歯および歯肉の表面に「コーティング」を被着させずに正反射性のまたはラ
ンベルト（ｌａｍｂｅｒｔｉｅｎｎｅｓ）の正則曲面の測定を可能にする一つ以上の波長
をもつ固有かつモジュール式のＬＥＤ照明と、デジタルアナログデータの管理用および変
換用の中央ユニットを含むだけでなく、場合によっては、機械的、光学的、及び電気光学
的走査を全く必要とせずに、使用されている照明の中で適切に選択されたＬＥＤ光放射（
ｒａｙｏｎｎｅｍｅｎｔｓ　ｌｕｍｉｎｅｕｘ）の包括的または選択的な侵入、反射によ
り診断を補助するための色および動きの解析用ソフトウェアをも含む装置を目的とする。
【背景技術】
【０００２】
　診断または補綴を実施することを目的とした光学的手段による印象採得は、１９７３年
に本出願人によりその「光学印象」という題の第二期課程（ＤＤＳ）学位論文中で最初に
記述された。本出願人は、この主題について数多くの発表を行なってきた。本出願人は特
に、米国特許第４，６６３，７２０号明細書および米国特許第４，７４２，４６４号明細
書、そして同様に米国特許第４，６１１，２８８号明細書、ならびに米国特許第５，０９
２，０２２号明細書において、口腔内光学印象採得のための干渉に関する最初の特許を出
願した。出願人は同様に、マスク投影、ＦＲ　８４，０５１７３、円錐投影でのプロフィ
リオメトリ（ｐｒｏｆｉｌｉｏｍｅｔｒｉｑｕｅ）位相走査、米国特許第４，９５２，１
４９号明細書、またはＬＥＤによる動的検査、国際公開第９４／０００７４号、による、
歯学および医学における光学印象採得も提案している。
【０００３】
　１９８２年以降、数多くの文書が、補綴の平行投影、モデリングまたは加工におけるプ
ロフィリオメトリ位相走査による光学印象採得を扱っている。
【０００４】
　これらの研究および発明は全て、数多くの実施形態そして２０種類を超える商業的に利
用可能なシステムを導いた。
【０００５】
　２０００年以降、口腔に関してではなく、例えば、米国特許第７，３９９，１８１号明
細書中の従来の方法により口腔にて採得された印象から作られた石こう製の型について、
あるいはＵＳ　１０，７２６，２５７のステレオリソグラフィにより製作された型につい
て、異なる解決法が提案されている。この解決法は同様に、米国特許第７，３３５，８７
６号明細書の点投影つまりラスタ投影による型のスキャニングを用いた歯科医向けのシス
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テムを補足するものとしても提案された。
【０００６】
　歯科矯正学の分野においては、米国特許第７，３６１，０１８号明細書が示すように光
学印象を使用するために他の提案もなされている。これらのシステムは、なかでも、米国
特許第７，３６１，０１７号明細書、米国特許第７，３９３，２０８号明細書、または米
国特許第６，３１８，９９４号明細書、米国特許第６，８０２，７１３号明細書、ＵＳ　
１１，４０５，９７２中に記載されているシステムの商業的開発を可能にした。
【０００７】
　これらのシステム全てにおいて見られるように、以下の理由から、口腔用に転用できる
ものはほとんどない。
－　スキャニングが過度に緩慢であり、走査時間は１歯あたり２分あるいは最も高速のも
ので２秒である。
－　器具は、物体との関係において一定の位置にカメラを置くことを必要とし、このため
、カメラおよび患者の頭を固定しなければならない。
－　移動機構が、なおも複雑でしかも精密でない。
【０００８】
　これらの欠点の他に、型をスキャニングするいわゆる歯科技工所（ｌａｂｏｒａｔｏｉ
ｒｅ）と呼ばれる全てのシステムについて、歯科医は従来通りの印象を作製することにな
り、その結果、患者の不快感ならびに口腔内注型の不正確さは無くならず、医師は注型品
を歯科技工所に送らなくてはならない。この欠点に加えて、歯科技工士は、印象を注型す
る際に他の誤差も付加してしまうが、これは、技工士がスキャニングの後コンピュータに
よる設計支援用のソフトウェア（ＣＦＡＯ）を用いて作業することになる光学印象の精度
を著しく損なうものである。
【０００９】
　今日、口腔内で作業するシステムの数は実際わずかである。これらのシステムは全て、
検討対象の表面の測定を実施するために、機械的、光学的または電気光学的走査を使用す
る。これらの方法は、三つのタイプ、すなわち、可視光または青色光での平行投影位相プ
ロフィロメトリを用いるもの、約１００ミリセカンドの赤色縞走査または赤外縞走査によ
る円錐投影型のもの、そして最近の米国特許第７，３７２，６４２号明細書中に記載のシ
ステムに分類することができる。
【００１０】
　それでも、本出願人が開発したものを含めて、これらの口腔内カメラは全て、次のよう
な複数の特に致命的な欠点を呈する：
－　これらのシステムは、実施が複雑で、較正に多大な注意を必要とする。
－　エレクトロニクスがなお複雑なため、価格の低下はことごとく困難で、カメラは壊れ
やすい。
－　カメラのコストが極めて高く、３０，０００ユーロを上回る可能性がある。
－　一般にカメラは重くかさばるため、ユーザーには邪魔である。
【００１１】
　実際には、より緻密な分析から、これらのカメラが、使用されている方法の原理自体に
おいて非常に重大な複数の欠点を呈することがわかっている。これらの欠点は、これらの
方法の選択に関係するため、避けて通ることができない。
ａ）　これらのシステムは全て、それが口腔内、皮膚上または（型については）歯科技工
所用のいずれであっても、皮膚科用または眼科用ＯＣＴ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｈｅｒｅ
ｎｃｅ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ、光干渉断層法）のいずれを使用する場合であっても、機
械的、光学的または電気光学的手段による表面の走査を利用する。この縞走査つまりラス
タ走査は、非常に高速であっても、カメラ自体の中で一定の動きを必要とすることに変わ
りはなく、この動きは、ブレまたは寄生変位をひき起こす可能性があり、多くの場合ビュ
ーの一部分のリジェクト（ｒｅｊｅｔ）を導く。
ｂ）　この走査は、（数立方ｃｍの）マクロ的なビュー内ですでに著しく削減された被写
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界深度を有意に制限する。
ｃ）　測定されるのは物体の表面の点ではなく、この物体の表面における光投影の変形で
ある。この第一の特性により、開発者達は、「コーティング」と呼ばれる白色層で歯を覆
わざるを得なくなり、物体の実測は必ず劣化する。さらに、このことは多くの場合、口腔
内でのカメラ使用の際の不快感と不正確さ両方として表われる。
ｄ）　このことから、メーカーは、青色光または紫外線のように歯を「不透明」にする光
線を使用せざるを得なくなった。このような理由で、本出願人はかつて、アルゴンレーザ
を使用する器具を提案した。これは、ユーザーにとって制約の大きいものであり得、さら
には患者にとって危険なことでさえあり得る。
ｅ）　さらにまた、光の点であれ、光の線であれ、光のラスタであれ、光の位相であれ、
物体ではなく投影された光の変形を測定するという事実は、物体の色、色調とその測定値
の間の完全な対応を得るという可能性をことごとく失わせる。得ることのできる唯一の色
調は、投影された光の色である。
ｆ）　カラーでの３Ｄ読出しから２Ｄ読出しへの移行は、それを診断のために用いるので
あれば、回収されるのが縞の光を表わす単色画像だけであることから、歯学においては全
く不可能である。
ｇ）　最後に、プロフィロメトリまたは走査による解析技術は、第三次元を抽出すること
ができるように、同じ場所での複数のビューの撮影をせざるを得ない。これは、最初のビ
ューと最後のビューの間のデータの変形のリスクという形で現われ、これが相関および精
度の大きな誤差を導く。「被写体ぶれ」はつねに、このタイプの技術にとって脅威であっ
た。
【００１２】
　結局、一つの歯を測定することができるとしても、それはつねに、物体自体ではなく実
施された投影光の測定であり、この測定には、読出し中に光源または光学部品の動きを利
用せざるを得ない。前述の通り、これらのシステムは全て、カメラによって移動させられ
視覚化された光の変形の測定に基づいている。
【００１３】
　皮膚科または眼科の分野でも同様のことが言えるという点を指摘しておきたい。３Ｄ読
出しで使用される方法は最近のものであり、ＯＣＴ器具が示すように、コストが高く複雑
である。そのため、これらの専門分野では、特に解剖学的皮下研究または（場合によって
は）病理学へのその拡張に、さほど大変でない２Ｄ測定を援用している。
【００１４】
　今日利用されている技術は、以下のものである：
ａ）　皮膚の拡大画像（最高７０倍）を得ることのできる現在広く用いられている基本的
手段から成るビデオデルマトスコープ。デジタル技術により、デジタル写真撮影ならびに
録画が可能となり、こうして経時的比較および臨床医同士の情報の共有が容易になってい
る。一方、器具は、皮膚を照明するため異なる波長の光源を使用する可能性や、さらには
患部の自動セグメンテーションあるいはまたＡＢＣＤ基準の自動抽出などの画像処理とい
った、副次的な機能を提供する。
【００１５】
　ただし、このような器具のコストはなお高く、単純な臨床検査に比べて診断に改善があ
ることを示そうとする臨床研究は全く見いだされていない。その上、ビデオデルマトスコ
ープは、深部の情報を提供しない。
ｂ）　患部の深部診査を可能にする超音波検査。およそ１０～５０ＭＨｚの周波数によっ
て、１５０μｍの距離分解能で１２ｍｍまで進入することが可能である。この技術は、術
前解析における皮下拡張調査および転移性黒色腫の研究のために利用され、そこで感度お
よび特性の観点から見た優れた能力を示した。しかしながら、このような器具を正しく利
用するには、超音波検査画像の読影において一定の経験を積む必要がある。その一方で、
マルチスペクトル技術（下記参照）とは異なり、これらの画像に対して情報の後処理を加
えることははるかに困難である。
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ｃ）　超音波検査の方位分解能よりも優れた方位分解能（およそ１５μｍ）で深さ方向で
の皮膚の３Ｄ画像形成を行なうことのできる、干渉測定光学技術に基づくＯＴＣ。その一
方で、これは、ほぼリアルタイムで画像形成することを可能にするが、深さ方向に制限が
ある（最大１．５～２ｍｍ）。現在市販されている器具は一種類のみであり、黒色腫の診
断におけるその有効性は、現在研究中である。リアルタイムの画像形成において非常に優
れた分解能を示すにせよ、この器具は浅いところで作動し、臨床データが無く、断面で作
動し、使用がむずかしく、極めて高価である。
ｄ）　非常に高い分解能（方位分解能１～２μｍ、距離分解能３～５μｍ）で表皮および
真皮乳頭層の３Ｄ画像を提供する共焦点顕微鏡。その主な欠点は、深さ方向が極めて制限
されている（２００～５００μｍ）ということにある。
【００１６】
　これらの器具は、優れた分解能を有し、黒色腫と母斑の弁別が非常に優れている（臨床
検査単独の場合より良い）という利点を有する。ただし、非常にコストが高いこと以外に
、これらの器具は、解析深度が非常に小さい。
ｅ）　方法が単純であり品質／価格比が良いため、今日最も関心を引いている技術からな
るマルチスペクトル画像形成法。これは、実際単純な画像形成技術である。これは、皮膚
が層状に組織されており、各層が、各々相対的に特徴的な光の吸収スペクトルを有する発
色団と呼ばれる物質を異なる割合で含んでいるということを仮定している。皮膚の主要な
発色団はメラニン、コラーゲンおよびヘモグロビンであることから、多少の差こそあれ多
数の層についてメラニンの割合が変更される黒色腫の検討において、この方法が極めて有
利であることは理解できる。これらの発色団についての定量的な空間的情報を得るため、
皮膚に対し異なる単色光（従来十種）を投影し、各波長について皮膚組織により再度発せ
られる光を測定する。したがって、深さ方向の情報を得て、これらの情報に対し、自動処
理を適用すること、特に患部をセグメンテーションし、その深さ方向のＡＢＣＤ基準を得
、その発色団における割合を定量化することが可能である。しかしながら、到達可能な深
さはおよそ２．５ｍｍにすぎない。器具の主要な利点は、その使用技術が単純であること
、多くの自動処理が可能であること、そして黒色腫と母斑の弁別度が優れていること（臨
床検査単独の場合よりも良い）にある。これには、２Ｄでしか作動しない、なおコストが
高い、そして作業深度がかなり制限されている、といった欠点がある。
【００１７】
　確かに、ＩＲＭ、ＰＥＴ－スキャン、二光子画像形成またはテラヘルツ画像形成の原理
を利用する皮膚の病気についての研究中の方法が存在するが、それらの実施には時間がか
かり、それが導く器具のコストが高すぎて、民間の診療所では使用できず、これは達成す
べき目標にとどまっている。
【００１８】
　最後に、三角測量法によって第三次元までさかのぼることを可能にする二つ以上のセン
サーを使用した、医学における立体画像測定の試験が何度かなされた。二つのセンサーを
使用することで、完全に定義された物体内の立体視が可能になるが、目印となる物体は識
別が困難であることから、数学的相関方法は複雑でコストが高い。手作業による行動が事
実上つねに必要とされ、歯に対し実施した試験は、対象となる距離および被写界深度では
実施不可能であることが判明した。
【００１９】
　同様に、等辺三角測量位置に置かれたカメラを用いた「トリプレット画像形成（ｔｒｉ
ｐｌｅｔ　ｉｍａｇｉｎｇ）システム」（Ｌ構成）と呼ばれる画像の開発は、三角測量法
を単純化して第三次元の決定における有利な情報をもたらしたが、結果として、以上で説
明した歯科の条件下では実施不可能であることが判明した。実際、使用される全てのシス
テムにおいて、二回（またはｎ回）のデータ収集の間のカメラまたは物体の移動が認識さ
れている必要がある。
【００２０】
　これらの欠点全てに基づき、以上で行なった考証に応えるコストの低い汎用的解決法を
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提案するに至った。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　本発明の目的は、超高速ひいては瞬間的な動的３Ｄ読出し、カラー視覚化、そして２Ｄ
視覚化でリアルタイムでの皮下近接部分（ｐｒｏｃｈｅ　ｓｏｕｓ－ｃｕｔａｎｅ）の解
析および転換の可能性を組合せ、これら全てが「コーティング」の付加無く非常に正確な
デジタル化を導く、完全な口腔内読出しアセンブリを提供することによって、前出の欠点
を解決することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　したがって、本発明に係る歯科分野で使用可能なカラー光学印象による経時的三次元測
定装置は、構造光投影を利用せず、かつそのために、
－　その再書込み速度により、読出し速度すなわち連続的印象採得の速度を定義づけし、
かつ静的または動的読出しを可能にするカラーＣＣＤまたはＣｍｏｓタイプの既定の位置
にある少なくとも二つのセンサーで構成されている立体カメラと、
－　術野上で視覚化されたデータを、変形無く前記センサーに伝達できるようにする、既
定の固定焦点を有する光学系と、
－　印象採得ゾーンを照明するための、ＬＥＤ照明システムと、
－　前記センサー各々の後方または近傍に位置づけされ、各センサーを管理すると同時に
印象採得ゾーンを照明するＬＥＤをも管理する電子システムと、
を有する三次元歯科撮影装置で構成されていること、および
　前記電子システムが、
－　前記センサーにより読取られたデータを収集し、蓄積し、整理することのできる中央
管理ユニットと、
－　前記中央ユニットにコントロールされる、前記ＬＥＤの制御カードと、
を有すること、ならびに
　前記センサーが、歯列弓の全体または一部分の上に分布して、たった一回の露光で印象
を作製できるようになっており、そのため作業者による患者の歯列弓の臨床的走査を回避
し、これらのセンサーは、たった一回の露光での歯列弓の完全なデータ収集を可能にする
、ある種の光学印象トレー内に配置されていること、
を本質的に特徴とする。
【００２３】
　光学系は、センサーが読出しゾーン外に設置されている場合には内視鏡であり得、ある
いは、センサーが読出しゾーンに対面して設置されている場合には、単純なレンズ系であ
り得る。したがって、システムは非常に単純であり得、これは、投影された光用の誘導路
と反射された画像用のもう一本の誘導路とを有する必要のある、いわゆる構造光技術にお
いては全く不可能なことである。
【００２４】
　中央管理ユニットは同様に、場合によってはアナログ値からデジタル値へとデータを変
換できる。マスク投影システムまたは縞投影システムを管理する必要がないため、中央ユ
ニットは必要最小限に、すなわちカラー立体ダブルビューカメラの管理に、有意に単純化
される。
【００２５】
　制御カードは、使用されるプログラムに応じて対応するＬＥＤを優先的に始動させるこ
とができる。実際、ＬＥＤは交互にまたは一括して、または使用されるプログラムに応じ
て可変的な順序で制御される。
【００２６】
　電子システムは同様に、以下のものも含んでいる：
－　ＵＳＢまたはバッテリーの下で機能できる標準タイプの電源カード。自立システム（
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ケーブル接続無し）または接続されたシステムのいずれを用いるかに応じて、使用される
構成要素の消費電力量が少ないことを考慮して、給電はわずかなものにとどまる。したが
ってカメラが、最初に無線接続を有する可能性がある。
－　ＵＳＢ接続を必要とせずに持ち運び可能な媒体を用いて、ビューを蓄積しコンピュー
タに移送できるようにする、カメラ内に含まれる小型メモリーカード。
【００２７】
　照明システムは、異なる波長のまたは色のＬＥＤ照明システムであり、異なる波長また
は色の混合により、例えば、白色光つまり「昼の」光を作ることができ、実際のまたは刺
激された（蛍光）カラー視覚化が可能となる。ＬＥＤを適切に選択することで、以下のこ
とが可能になる：
－　昼光（いわゆる「白色」ＬＥＤ）で測定ゾーンを視覚化すること、または
－　ＬＥＤの起動により、青色または紫外線内で石化組織、蛍光性の歯の組織つまりは特
に「くすんだ」外観をもつ歯の組織などのいくつかの組織を明確にすること、または
－　さらに、選択された波長に応じていくつかの「真皮の」病気を視覚化すること。特に
、波長の侵入は、いくつかの病気と相関性があり得、ゾーンの走査を適切に選択すること
で、目には見えないものを起伏で視覚化することができる、ということがわかっている。
または、
－　測定対象表面で使用されるマーキングカラーにより特徴づけられる相関設定点を見つ
けることができるようにすること。
【００２８】
　この同じ応用は、歯の溝（ｓｕｌｃｕｓ　ｄｅｎｔａｉｒｅ）内で公知の通り、どちら
かと言えば繊細な歯肉ゾーンに侵入することも可能にし、作業者に、歯の出現のビューを
提供する。同様にして、一つの色、例えば赤色領域内の一つの色によって、現在の方法と
は異なり、唾液分泌による不利な影響を免れることが可能となる。
【００２９】
　装置には同様に、２Ｄまたは３Ｄのスクリーンに可視的な状態で情報を再生させること
ができるのみならず、言語翻訳ソフトウェアを用いて特定の状態でまたはあらゆるＣＦＡ
Ｏシステム（ＳＴＬ・・）と同一視できる標準的な形で多少の差こそあれ遠位のセンター
（インターネット、Ｗｉｆｉ、イーサネット・・・）に測定値を送ることもできる、プロ
グラムおよびデータの管理・処理ソフトウェアを含む標準型、携帯型、搭載型またはオフ
ィス型のコンピュータも備わっている。小型計算ユニットが利用可能となるまで、３Ｄ再
生およびカメラの制御用ソフトウェアが設置されることになるのは、このコンピュータの
内部である。
【００３０】
　したがって本発明は、ｎ個のＣＣＤまたはｎ個のＣｍｏｓのカメラ、アナログ－デジタ
ル変換システム、中央データ管理ユニット、標準の状態または特定の状態での情報の出力
、そして、白色のまたは特別に指定されたスペクトル値のＬＥＤおよび無線接続（例えば
Ｗｉｆｉ）を使用してまたは自己給電式およびバッテリー給電式または電気接続による給
電式のＵＳＢポートを通して受信されるメッセージの増幅を合わせ持った、人体の小さな
部分の小型動的カラー立体撮影読出し装置に関する。
【００３１】
　本発明は、廉価で、かつあらゆる歯科診療所においてだけでなく、簡略化され患者にと
って快適な形で歯科技工所内での手持ち式道具としても利用可能である、モジュール構成
の解決法を提案することにより、以上で説明した課題に応えることができるようにする。
【００３２】
　特に、本発明は、前述の多くの課題に応えるものである。すなわち、
１）使用される手段のため、装置は、製造が単純であり、そのため特に強度の高いものと
なっている。
２）この単純性は、製造コストに対して、ひいては特にＣＣＤ、ＣｍｏｓまたはＬＥＤな
どの使用される電子素子が普及して以降の販売価格に対して、本質的な影響を及ぼす。
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３）きわめて単純な電源は、例えばＳＴＬなどの出力型（ｄｅ　ｓｏｒｔｉｅ　ｔｙｐｅ
）標準言語を受取ることのできるあらゆるタイプのコンピュータとの接続用ＵＳＢリンク
内に格納可能である。
４）この新規発明の基礎である立体撮影画像操作により、経時的調整をことごとく削除す
る自動較正が可能となるが、これはいわゆる構造光を用いる現在の方法では見られないこ
とである。
５）互いとの関係において製造中不変で固定された既定の空間的位置にＣＣＤまたはＣｍ
ｏｓセンサーがある状態で作業することで、物体またはカメラの（互いとの関係における
）動きを知る必要性が回避され、差異の問題を単なる点の集まり（ｎｕａｇｅ　ｄｅ　ｐ
ｏｉｎｔｓ）の密度の相関問題に帰着させる。
６）構造光の変形の測定値を使用しないことで、身体そのもののカラー画像について作業
を行なうことが可能である。
７）カラー画像を得ることで、人体のいくつかの部分を手動または自動で抜粋して選択す
ること、例えば歯と歯肉を別個に認識することが可能となる。
８）構造光無しで作業することによって、ミクロンに近い値に近づく場合に周知の不正確
さの要因である「コーティング」した表面を援用しないことも同様に可能になり、このこ
とは、義歯のすり合わせまたは診断を目的とするあらゆる測定において必要である。
９）電子発光ダイオードを使用することで、皮膚のまたは歯肉のわずかに下のいくつかの
ゾーンを視覚化して、単純な診断のためであっても外科的方法（歯肉退縮）や、より複雑
な方法（ＯＣＴ）を援用しなくては見ることのできないゾーン内の読出しを補完すること
ができる。
１０）同様に、それは、単純な意図的カラーマーキングにより、基準とすることのできる
自然に着色されたいくつかのゾーンをより容易に探知できるようにし、かつマーキングの
補色であるＬＥＤ照明を選択することによりビューの相関を容易にすることができる。
１１）今日、最近のソフトウェアツールを用いて、カラー情報による自動相関が容易にな
っており、複雑な表面（歯列弓全体）、これらの表面（下部歯列弓との関係における上部
歯列弓）の動きを動的に撮影することが可能である。
１２）画像センサーの一つのみを使用することで、３Ｄ画像から２Ｄ画像に転換して、同
じツールで平面解析と空間解析を得ることができ、これは、今日市販されている多くの器
具の基礎である。
１３）同じ瞬間に二重または三重にされる唯一のビューだけで、第三次元を抽出するのに
充分であり、これにより、データ収集における「被写体ぶれ」はことごとく回避される。
１４）スクリーンでの３Ｄ再生は、標準的３Ｄ高解像度スクリーン上で可能となり、これ
は、現在の口腔内システムの場合、複雑な処理無しでは得られないことである。
１５）処理が単純であるため、安価な標準的コンピュータの使用が可能である。
１６）最後に、提案されている器具はその適用分野に汎用性があり、コスト、精度および
診断用画像形成に関する多くの要求に応えるものである。
【００３３】
　本発明に係る装置は、解析ゾーン上を移動することで動的ビューを得ることを可能にし
、起伏を抽出するために最低四つのビューを作らなくてはならないプロフィロメトリ位相
でのシステムとは異なり、本発明に使用されるシステムではたった一回の二重露光で充分
であり、測定におけるあらゆる被写体ぶれが回避されるか、またはセンサー上の情報の統
合が即時に行われる。
【００３４】
　したがって、本発明は、従来の立体撮影システムに固有の問題（互いとの関係における
カメラの可変的位置を知ること）を解決するために、ハードウェア（管理カード）および
ソフトウェア（データ管理ソフトウェア）データの管理用電子部品に結びつけられた光学
系の幾何学的組立てにおける既定の位置にあるＣＣＤまたはＣｍｏｓセンサーアセンブリ
を用いて、歯科印象を作製することからなる。
【００３５】
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　本発明は、同様に、基準点および相関点の認識のレベルで特に容易な形で静的または動
的ビューを相関させることを可能にするために、既定の波長のＬＥＤ照明システムを義務
的に結びつけることからなる。
【００３６】
　第一の実施形態によると、装置は、検討すべき物体の周囲に公知の幾何形状（ｇｅｏｍ
ｅｔｒｉｅ）に沿って規則的に位置づけされるようになっている三つのセンサーと、互い
との関係における位置および空間的配向が完全にわかっている中心光学軸に沿って各セン
サーに対面して設置された固定焦点レンズとを有し、前記レンズは、センサーの視野軸と
の関係において共線位置で、各センサーに固有の三つの画像トラックを形成する。
【００３７】
　ビューの相関を単純化し、各センサー間のズーム効果を調整するため、画像の捕捉は同
時に行なわれ、これはすなわち、異なる角度で捕捉された三つの２Ｄ画像が同時に画像処
理システムに到達することを意味する。これらの撮影各々の間にはいかなる「タイムアウ
ト」も存在せず、このことには、画像の処理および第三次元の追求を著しく単純化すると
いう利点がある。こうして、複数のセンサーが見た一つのゾーンの上に出現した点の集ま
りを再調整し、センサーアセンブリとの関係における物体の可変的位置のために必然的に
出現するズーム効果を補正するという利点が得られる。
【００３８】
　第三次元の計算は、センサーの既定の位置づけによって容易になってはいるものの歯の
表面などのように均一な表面にとっては特に困難である類似点の追求に基づいており、測
定対象の実際の色を明らかにするため白色領域内でＬＥＤの三つのセンサーに結びつけら
れる。したがって、画像点は、二つの補足情報、つまり時間（計算を単純化するために三
つのビュー全体に共通となる撮影時点）と、義務的ではないものの、色彩系内でそれ自体
分割可能でかつ色情報に対応している第五次元とを含んでいる。
【００３９】
　有利には、これらのＬＥＤは、ナチュラルマーキング（溝の奥、または、腫瘍、歯肉ま
たは歯の色調を区別するカラーゾーン）または補色マーカーを用いて行なわれる、印象採
得前に実施されたマーキングを明らかにすることのできる既定の（数ナノメートルの）波
長を有するものでもあってもよい。
【００４０】
　有利には、これらのマーキングは、解析対象の物体上で（測定対象ゾーン内に）設置さ
れるか、接着されるかまたは（歯牙間空間内またはインプラントヘッド上に）収納される
異なる形状の物体であってよい。
【００４１】
　有利には、このまたはこれらのＬＥＤは、センサーの前に設置された各画像焦点レンズ
の周囲に設置される。
【００４２】
　有利には、これらのＬＥＤは、測定が人工色でなく自然色に基づいて行なわれるように
既定の波長を有する、白色ＬＥＤ間の組合せであってよい。
【００４３】
　有利には、第三次元の追求を容易にするため、そして計算を一次元幾何形状に戻すため
、好ましくは本発明では等辺位置でセンサーが使用される。
【００４４】
　第二の実施形態によると、本発明の装置は、公知の幾何形状に沿って検討対象の物体の
周囲に規則的に位置づけされた二つのセンサーを有する。焦点レンズは、互いとの関係に
おける位置および空間的配向が完全にわかっている中心光学軸に沿って各センサーに対面
して設置されている。これらのレンズは、センサーの視野軸との関係において共線位置で
、各センサーに固有の二つの画像トラックを形成する。
【００４５】
　ビューの相関を単純化し、各センサー間のズーム効果を調整するため、画像の捕捉は同
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時に行なわれ、これはすなわち、異なる角度で捕捉された二つの２Ｄ画像が同時に画像処
理システムに到達することを意味する。これらの撮影各々の間にはいかなる「タイムアウ
ト」も存在せず、このことには、画像の処理および第三次元の追求を著しく単純化すると
いう利点があるものである。こうして、複数のセンサーが見た一つのゾーン上に出現する
点の集まりを再調整し、センサーアセンブリとの関係における物体の可変的位置のために
必然的に出現するズーム効果を補正するという利点が得られる。
【００４６】
　第三次元の計算は、センサーの既定の位置づけによって容易になってはいるものの歯の
表面などのように均一な表面にとっては特に困難である類似点の追求に基づいており、測
定対象の実際の色を明らかにするため白色領域内でＬＥＤの三つのセンサーに結びつけら
れる。したがって、画像点は、二つの補足情報、つまり時間（計算を単純化するために二
つのビュー全体に共通となる撮影時点）と、義務的ではないものの、色彩系内でそれ自体
分割可能でかつ色情報に対応している第五次元とを含んでいる。
【００４７】
　有利には、これらのＬＥＤは、ナチュラルマーキング（溝の奥または腫瘍、歯肉または
歯の色調を区別するカラーゾーン）または補色マーカーを用いて行なわれる、印象採得前
に実施されたマーキングを明らかにすることのできる既定の（数ナノメートルの）波長を
有するものであってもよい。
【００４８】
　有利には、これらのマーキングは、解析対象の物体上で（測定対象ゾーン内に）設置さ
れるか、接着されるかまたは（歯牙間空間内またはインプラントヘッド上に）収納される
異なる形状の物体であってよい。
【００４９】
　有利には、このまたはこれらのＬＥＤは、センサーの前に設置された各画像焦点レンズ
の周囲に設置される。
【００５０】
　有利には、これらのＬＥＤは、既定の波長を有する、白色ＬＥＤ間の組合せであってよ
い。
【００５１】
　第三の実施形態によると、センサーは、歯列弓の全体または一部分の上に分布して、た
った一回の露光で印象を作製できようになっており、こうして作業者による患者の歯列弓
の臨床的走査は回避される。これらのセンサーは、こうしてたった一回の露光での歯列弓
の完全なデータ収集を可能にする、ある種の光学印象トレー内に配置されている。この構
成は、本発明の装置が単純なものであるために可能となっている。
【００５２】
　ＬＥＤは、印象トレーに沿って配置させられ、第一の実施形態において定義した通り、
進行中の解析に応じて一括してまたは特定的に制御される。
【００５３】
　口の開きは可変的であることから、上述の組立ての解析ヘッドの外形寸法では、奥の歯
牙間ゾーン（臼歯ゾーン）内までこのヘッドを挿入することができない可能性がある。同
様に、有利にも、本発明は第四の実施形態にしたがい、ヘッドレンズが先に記述したセン
サーと同じ位置にある他の歯科システムと異なり、画像誘導路のみの内視鏡で構成された
一変形形態を提案している。この場合、画像は、
－　画像の焦点面がセンサーの占有する面に存在するように、それ自体がレンズ系を有し
得るセンサー上に測定対象ゾーンの画像を投げ返す鏡またはプリズムによって反射させら
れるか、または、
－　内視鏡の光学的組立てを縮小し単純化する「画像」光ファイバーによって誘導される
。
【００５４】
　両方の場合において、ＬＥＤはカメラの本体内にあり得、この場合光は光ファイバーに
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より誘導され、あるいは、ＬＥＤは、内視鏡の端部で前方レンズの周囲に移動させられる
。
【００５５】
　有利には、これらの内視鏡は、センサーの数より多いものであり得る。この場合、同じ
センサーは、解析対象の人体の異なるゾーンを視覚化する複数の内視鏡に対面して存在し
得る。このことには、カメラの電子部分を削減しかつ／または撮影の際の画像視点の数量
を増大するという利点がある。
【００５６】
　各画像の質を保つために、以下のことが考えられる：
－　機械式または電子式シャッターを用いて各内視鏡の画像の読出しの時間を、例えば数
千分の１秒ずらすこと。
－　異なる画像周波数、画像変調または画像強度で作業して、唯一のセンサーに関連する
各内視鏡に固有のビュー各々の間のずれを回避すること。
【００５７】
　最後に、非限定的ではあるものの、ＯＤＬＰカードに結びつけられて既定の角度に沿っ
て画像を誘導できるようにするＴｅｘａｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ（登録商標）の「ｍｉ
ｃｒｏ　ｍｉｒｏｒ　ＤＭＤ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ」タイプのマイクロミラーを使用する
、全ての実施形態に特有の一変形形態が存在する。この技術は、小型ビデオプロジェクタ
ーの投影において広く使用されており、本発明では、異なる角度をもつ画像センサーの役
割を果たす。
【００５８】
　こうして、第六の実施形態によると、本発明に係る装置は、複数のＣＣＤまたはＣｍｏ
ｓセンサーおよびＬＥＤに結び付けられたこのようなマイクロミラーを有する。
【００５９】
　このマイクロミラーは、カメラを動かすことなく、異なる角度の下でｘ回の撮影を超高
速で行なうことができるようにする。集束用光学部品の後ろに設置されたマイクロミラー
は、単純かつ直接的な光学画像トラックに沿って、ＣＣＤまたはＣｍｏｓセンサーの全て
または一部分上に画像を投げ返す。したがって第一の画像は、既定の角度に沿って反射さ
せられる。その直後に、マイクロミラーは角度を変え、再書込みの後同じＣＣＤまたはＣ
ｍｏｓ上に第一の画像とは異なる角度下で、または同じＣＣＤの別の部分の下で、あるい
はマイクロミラーの角度位置により既定された角度に応じて位置づけされた新しいＣＣＤ
またはＣｍｏｓ上に、わずかにずらされた新しい画像を反射する。
【００６０】
　これらの作業を、単純にマイクロミラーの角度を変化させることによって多数回反復す
ることが可能である。この組立てには、カメラのヘッドにある唯一の光学系、異なる画像
反射角度を提供する唯一のミラー、そして場合によっては、ファイバーまたはレンズ系で
あり得る画像誘導システムの前に存在するまたは存在しない唯一のセンサーの使用が可能
となるという利点がある。
【００６１】
　当然のことながら、異なる角度の下での画像の数が多くなればなるほど、測定の精度は
高くなる。このような理由から、本発明は唯一のマイクロミラーの使用に限定されず、場
合によっては複数のマイクロミラーが使用され、これにより、ビュー数が増えるという利
点が得られる。こうして、第一の実施形態において定義されているように、システムが三
つのセンサーを含む場合、そして四つの視覚化角度（９０°、９２°、９４°および９６
°）が選択された場合、数千分の１秒で異なるビュー角度をもつ異なる十二個の画像が唯
一のビューで得られる。
【００６２】
　こうして、本発明は、既存のあらゆるシステムと異なり構造光の投影を使用しない三次
元歯科撮影装置において、白色または／かつ規定の色彩値を有するＬＥＤ照明下で、複数
のＣＣＤまたはＣｍｏｓセンサーに直接的に、または場合によって、カメラヘッドの外形
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寸法を制限するようにレンズまたはファイバーにより内視鏡画像を誘導するマイクロミラ
ーまたはミラーかプリズムを介して間接的に結びつけられた一つ以上のビューの集束用の
一つ以上の光学系で構成された装置として定義づけすることができる。
【００６３】
　当然のことながら、残るは、小ｂ／ｈ（ｐｅｔｉｔ　ｂ／ｈ）と呼ばれるものの数学的
アプローチ、つまり、焦点レンズの二つの光心間の空間がこれらのレンズの光心の被写界
深度の距離ｈと比較して小さい時に、ｘとｙがセンサーの画素上でのそれらの位置により
定義される範囲での、第三次元の測定値ｚである。
【００６４】
　小さいｂ／ｈに使用されるモデルは、以下の通りである。
【数１】

　なお式中

【数２】

　は、幾何学的変形である。
【００６５】
【数３】

　これらの基礎に基づいて、サブピクセル化に起因する測定値の差異の問題を解決するた
めにシャノンの原理が使用される。
【００６６】
【数４】

【００６７】
　本発明に係る装置の利点および特徴は、非限定的なその複数の実施形態を表わす、以下
に記され添付図面を参照する説明から、より明確になるものである。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明に係る経時的三次元測定装置の概略的斜視図であり概略的分解組立図であ
る。
【図２ａ】異なる実施形態に係る、同じ装置の一部分の概略的縦断面図を表わす。
【図２ｂ】異なる実施形態に係る、同じ装置の一部分の概略的縦断面図を表わす。
【図２ｃ】異なる実施形態に係る、同じ装置の一部分の概略的縦断面図を表わす。
【図２ｄ】異なる実施形態に係る、同じ装置の一部分の概略的縦断面図を表わす。
【図２ｅ】異なる実施形態に係る、同じ装置の一部分の概略的縦断面図を表わす。
【図２ｆ】図２ｅの一部分の概略的斜視図を表わす。
【図３ａ】異なる実施形態に係る同じ部分の横断面図を表わす。
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【図３ｂ】異なる実施形態に係る同じ部分の横断面図を表わす。
【図３ｃ】異なる実施形態に係る同じ部分の横断面図を表わす。
【図３ｄ】異なる実施形態に係る同じ部分の横断面図を表わす。
【図３ｅ】異なる実施形態に係る同じ部分の横断面図を表わす。
【図４ａ】歯科で用いられる本発明に係る装置の異なる構成の図を表わす。
【図４ｂ】歯科で用いられる本発明に係る装置の異なる構成の図を表わす。
【図４ｃ】歯科で用いられる本発明に係る装置の異なる構成の図を表わす。
【図５ａ】図４ａ、４ｂおよび４ｃの概略的詳細図を表わす。
【図５ｂ】図４ａ、４ｂおよび４ｃの概略的詳細図を表わす。
【図５ｃ】図４ａ、４ｂおよび４ｃの概略的詳細図を表わす。
【図６】本発明の目的である装置を用いた歯科測定の処理のさまざまなステップの図式化
された説明を表わす。
【発明を実施するための形態】
【００６９】
　図１を見ればわかるように、本発明に係る装置は、本発明において記述されている技術
を使用する固定焦点カメラ１と、データの移送と給電に役立つケーブル３とカメラ１の間
の接続２と、ケーブル３とコンピュータ５の間のＵＳＢタイプである接続４と、カメラプ
ロセッサーの制御用カードかつ／または画像処理カードがカメラ内にもコンピュータ内に
も設置されていない場合に、これらの追加に役立つ中間体として設置され得るボックス６
とを含む。
【００７０】
　この同じカメラ１は、画像または画像由来のデータを伝送するＷｉｆｉタイプの無線接
続、およびカメラに供給するエネルギー用の充電可能なバッテリーのための充電システム
を使用できる。
【００７１】
　本発明の各々の部分を詳細に説明するために、歯科臨床用のオプションをその機能的側
面から提示する図２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄおよび２ｅを参照したい。
【００７２】
　これらの図で提示された装置は、白色光または測定対象の画像から抽出したい色を明ら
かにすることを可能とする予め規定された公知の波長の光による照明用ＬＥＤを備え、公
知の固定型または移動型ピッチを有する格子、点、線タイプの、集束用動的補正が全く無
くあるいは測定対象の物体を走査するかまたは投影された構造光の投影が無い状態で、固
定され安定しあらかじめ較正された不動の集束系を伴う、測定対象物体の一つ以上のビュ
ーの完全なデータ収集を含むカラー三次元測定カメラを有している。それ自体、固定され
安定しあらかじめ較正された不動の位置にあるセンサーは、製造中のカメラの較正の時点
で予め規定された異なる角度に沿って測定対象物体全体を観察するよう、全部で二個、光
学系の後方に設置されている。あらゆる既存のシステムとは異なり、このカメラ１は、捕
捉した画像の分割、集束用の機械的動作および構造光の投影を一切含まない。観察者にと
って有利な要素、および測定または診断に関して観察者が所望する解析を明らかにするこ
とができるのは、非局在化された光、すなわちシーンの照明のみを行う光の適切な組合せ
である。
【００７３】
　これらの特徴は、固定のものとみなされ、選択された照明タイプを除いて作業者が修正
できるものではない。ただし、この機能は、所望の診断をもたらす一連の自動的動作によ
り制御可能である。このために作業者（歯科医または歯科技工士）は、カメラが実施でき
る作業を示し、かつある機能ともう一つの機能の間の選択を行なうことを可能にするコン
ピュータを利用することができる。
【００７４】
　こうして、「測定」機能では、この動作モードを選択した後、作業者は、測定すべきゾ
ーン上にカメラを位置づけした後、カメラ上にあるボタンまたはコンピュータまたは中間
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ボックスに連結されたペダルを用いて、測定を開始し、充分な情報を得たと自ら判断した
時点で測定を停止し、ボタンまたはペダルの押込みを解除するかまたは二度目を押すこと
になる。カラー画像を得ることにより、作業者は、（一般に白色の）歯のゾーンおよび（
一般に赤色の）歯肉のゾーンの自動的解析を利用できることになる。これは構造光による
投影を利用する現行の方法では不可能である。同様にして公知の色指数の位置づけによっ
て、作業者は、画像内の物体の認識のみならずそれらの位置（インプラントまたはフィク
スチャーのヘッド、歯科矯正用ブラケットなど）について判別性解析を行なうこと、さら
にはビューの相関を容易にすること（目印、物体上の色付きライン、溝の奥などの選択的
カラーなど）ができる。
【００７５】
　こうして、診断機能においては、作業者はコンピュータ上で所望の診断タイプ（例えば
黒色腫）を選択し、カメラは、３Ｄ画像上に存在し予め選択された波長に関係するゾーン
の明示に対応する波長の走査を開始する。これに加えて、そして物体の３Ｄ解析のおかげ
で、測定値の経時的網羅により前記病気の進行をより良く追跡することが可能になる。実
際、疑わしい画像を２Ｄで検討することは可能であるものの、その危険度の経時的追跡に
とっての基準として役立つのは特にその体積と色の推移であるということが、専門家達に
よって認められている。数学的中心（例えば共通重心（ｂａｒｙｅ　ｃｅｎｔｒｅ）など
）を基準とする体積が利用できることで、観察者によってではなく物体によって決まる中
心の上に画像を重ね合わせて、その体積の推移を客観的に評価することが可能となり、色
の分析が３Ｄ形態で報告され、これは、今日、２Ｄ表面について実践されている方法また
は構造光や構造波を用いる方法（ＯＣＴ、スキャナーまたはＩＲＭ）では見られないこと
である。
【００７６】
　こうして、色分析機能においては、この機能を選択した後、測定され、それ自身に報告
される、体積の色の分析は、作業者の部屋の中に存在する照明に依存するメタメリズムに
左右されない基礎に基づいて行なうことができる。複数の波長が利用可能であることで、
連続スペクトルに近づき、分光比色分析を利用可能にすることができる。この作業を単純
化するため、三つのＲＧＢ補色のみを参照し、単純な比色分析を実施することが可能であ
る。
【００７７】
　最後に、非限定的であるが、３Ｄ画像を構築するために二つの２Ｄ画像を利用すること
で、今日歯学の市場で入手可能な全てのカメラで行われているようにカラー２Ｄ視覚化へ
とカメラを修正すること無くビューをリアルタイムで転換させることが可能になる。した
がってこのカメラは、構造光の投影を使用しないことから、ズーム効果を含めた今日公知
のあらゆる機能のみならず、緑色、青色または紫外光領域内（５００～３００ｎｍ）にお
ける蛍光による虫歯の検出または解析においてエミュレートされる、ＬＥＤに応じて赤色
および赤外光線内（６００～９００ｎｍ）での視覚化などの、２Ｄ画像上のカラー診断の
応用をも実施することを可能にする。
【００７８】
　カラー画像でのこの同じズーム効果またはエミュレーションは、３Ｄ画像で実施するこ
とができる。当然のことながら、グレーレベルでの色の移行は、カメラの作動により生じ
る画像処理を制御するソフトウェア中に存在するオフセット機能にすぎない。
【００７９】
　カメラとコンピュータの間の接続は、有線でまたは無線で行なうことができる。
【００８０】
　本発明によると、ケーブル３による接続は、好ましくは、カメラ１側の特定のポート２
で自動給電されるＵＳＢ接続４を介して行なわれる。この特定の接続２は、以下で見てい
くように異なる様相を呈することのできるカメラのあらゆる形態に適応可能となるような
形で、構想される。
【００８１】
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　同様にして、本発明によると、接続は、例えば非限定的にＷｉｆｉモードの無線式であ
ってよい。この場合、アンテナは、カメラに内蔵されるかまたは特定の接続２の代りに接
続される。同様にして、コンピュータ上では、カメラまたはコンピュータ内に位置づけさ
れたプログラムによって与えられる命令に対応するデータの送受信用アンテナがＵＳＢ接
続内に挿入される。この配置により、診察所、歯科医院、または歯科技工所の形態の如何
に関わらず、高速で、自律共同的かつ容易なコミュニケーションが可能となる。
【００８２】
　本発明によると、コンピュータ５は、一体型または分離型のスクリーンを伴う標準タイ
プのものである。このコンピュータは、カメラを制御するように特別にプログラミングさ
れた標準カード、またはバス上に設置された特定の制御用カードを用いる。
【００８３】
　コンピュータを装備できない場合、またはそれが予め治療施設内に存在する場合、中間
ボックス６が、カメラとコンピュータの間に位置づけされて、この欠落を補う。同様にし
て、同じ機能のために、このボックスは、コンピュータの下流側に位置づけされ、接続用
のＵＳＢ接続４は仲介なくコンピュータのＵＳＢポート上に直接接続される。
【００８４】
　図２ａに表わされている構成においては、一つの断面がカメラ１のヘッド７、口内への
挿入を可能にするアーム８および口外にあることの多い本体９を提示している。ヘッドは
、伝送される情報の質にとって有害な干渉をことごとく回避するための好ましくは遮蔽さ
れたケーブル１１によって画像接続カード１２に接続された三つのアセンブリ（固定焦点
レンズすなわち撮影前の焦点調節の無いレンズ、およびＣＣＤまたはＣｍｏｓセンサー）
を含む、光学系の中央レンズ１０の光学アセンブリの断面を呈している。このカードはそ
れ自体、カメラ１に属する特定のコネクタ１３によって、特定のボックス６にまたはコン
ピュータ５に連結されている。この同じ縦断面図により、保護ガラスで保護されたヘッド
の内部の光学系１４に向かっておよび／またはこの光学系１５の外で光学系の周辺に設置
されたＬＥＤを識別することができる。制御用ペダルを使用しない場合には、ボタン１８
により、撮影を起動することができる。ずれのない撮影システムを使用することで、偶発
的な動きによって生み出される可能性のあるブレの危険を冒すことなく、ボタンを用いて
この３Ｄ画像を撮ることが可能になる。
【００８５】
　このカメラの構想は、数μｍの精度で比較的狭い読出し被写界（１５×１５×１５ｃｍ
の体積）を網羅することを目的としている。このために、ビューイングシステムにより走
査される被写界は同一であるが、視点は、わずかに異なる角度を有する。
【００８６】
　図２ｂに表わされている構成においては、二つの光学系（ここでは二つのうちの一方の
系１９しか見えない）と、先に記述したものと同じ位置を占有し得るＬＥＤ１４および１
５のみを伴う縦断面が見られる。この構成により、カメラのヘッドの体積を有意に削減で
きるが、より一貫したソフトウェア開発が必要とされる。
【００８７】
　図２ｃに表わされている構成においては、今回はカメラの本体内に設置されているＣＣ
ＤまたはＣｍｏｓセンサー２０そして固定集束系２１は、画像反射ミラーに対面して位置
づけされている。数が二つ以上であり得、そのうちの一つ２２の一部分が見えるこれらの
ミラーは、センサーが同じシーンを空間的にわずかにずらして録画できるようにするわず
かに異なる角度の下でこれらのミラーが同じ読出しゾーンをカバーできるような角度を有
している。
【００８８】
　図２ｄに表わされている構成においては、ＣＣＤまたはＣｍｏｓセンサー２０および固
定集束系２１はここでも同様にカメラの本体内に設置されているが、ミラーは、カメラ１
内、コンピュータ５内または中間ボックス６内にある例えばＦＰＧＡタイプのプロセッサ
カードによって制御されるマイクロミラー２４に対面して位置づけされている。ビデオプ
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ロジェクタ内での画像の投影用として頻繁に使用されているマイクロミラーは、視覚化技
術においては稀にしか使用されていないということがわかっている。これらのマイクロミ
ラーは、空間の三つの方向に配向され得、しかもきわめて高速でそれを行なうことができ
るため、単一のミラーで十個さらにはそれ以上のミラーの代わりになることができ、これ
らのミラーは異なる角度の下ではわずかに異なる共通部分を含むわずかに異なるシーンを
見えるようにしてくれる。例えばＴｅｘａｓ　Ｉｎｔｒｕｍｅｎｔの、ＤＬＰ（Ｄｉｇｉ
ｔａｌ　Ｌｉｇｈｔ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）とも呼ばれるＤＭＭＤ（つまりｄｉｇｉｔ
ａｌ　Ｍｉｃｒｏ　Ｍｉｒｒｏｒ　Ｄｅｖｉｃｅ）は、電圧（ｖｏｌｔａｇｅまたはｔｅ
ｎｓｉｏｎ）変動の影響下で急速に角度が変化するマイクロミラー（例えば１０μｍ×１
０μｍ）を使用している。その数は１０２４×１２８０超であることから、精度の予測が
可能である。角度修正電圧は、ミラーを支持し配向する玉継手に適用するねじれを表わす
電極に送られる。ミラーを別の位置に置くためには、極性の反転で充分である。ミラーは
、極めて小さいため、変更は１５μｓ未満で行なわれる。
【００８９】
　この解決法は、ビューをセクター化し録画できるようにし、こうして画像処理段階中の
画像の相関を容易にすることから、極めて有利である。
【００９０】
　当然のことながら、この同じ構成は、本発明によると、センサーがカメラのヘッド内ま
たはアーム内にある状態で構想され得、こうして、画像の喪失や狭いゾーン内への挿入を
妨げる危険性のある過度に大きいアームは回避される。同様にして、唯一のセンサーを表
面でセクター化し、同時に複数のビューを受け取ることができるようにすることができる
。
【００９１】
　最後に、図２ｅに表わされている構成においては、カメラの本体内に設置されたＣＣＤ
またはＣｍｏｓセンサー２０およびその光学系２１は、画像伝送用光ファイバ２６に対面
して位置づけされており、図２ｆに見られる（３０および３１）ファイバーの出口断面の
配向またはファイバーの端部に適用されるねじれによって、異なる角度３２の下で同一被
写界が網羅できるようになっている。これらのファイバは、多数あってよく、こうして複
数の角度の下での捕捉が可能となり、光学系およびセンサーは、ヘッド内または柄の中に
位置づけされて、画像信号の低減を回避することができる。
【００９２】
　これらの図に表わされた全ての構成について、ＬＥＤはカメラのヘッド１４内または、
その本体２７内に位置づけされ得るという点に留意されたい。後者の場合、ＬＥＤは、光
を投影するその端部がカメラのヘッド２９に位置づけされている光伝送ファイバ２８に対
面して設置される。
【００９３】
　ここで図３ａを参照すると、特定の波長の光のＬＥＤ３３または特定の照明のＬＥＤ１
４の可能な位置を示す三つのセンサーを伴う構成にしたがいかつ内視鏡または反射ミラー
を援用することなく、ボックスの端部に設置されたＣＣＤまたはＣｍｏｓセンサー２０の
前方で較正により予め決定された固定距離のところに設置された、測定対象物体３５のま
わりに位置づけされた固定型１０および等辺３４の三つの画像集束用光学系２１をカメラ
のヘッド７内で使用する、本発明に係る装置の表示を見ることができる。この断面図を見
ればわかるように、これらの同じＬＥＤ１５を、窓１７の周囲に配置して測定対象のシー
ンをより良く照明できるようにすることもできる。
【００９４】
　ここで図３ｂを参照すると、図２ｂの構成の前方断面が見られ、二つの画像集束用固定
型光学系２１は、測定対象物体のまわりに位置づけされ、内視鏡または反射ミラーを援用
することなく、ボックスの端部に設置されたＣＣＤまたはＣｍｏｓセンサー２０の前方で
較正により予め定められた固定距離のところに設置されている。白色光のＬＥＤ１４につ
いても、特定の波長のＬＥＤ３３についても、ＬＥＤそのものが中央位置に認められる。



(18) JP 2013-538592 A 2013.10.17

10

20

30

40

50

これらのＬＥＤ１５および３７は同様に光学アセンブリを保護するガラス１７の周囲に設
置されてもよい。ここで、ポジションは、二等辺三角形３８という特定の形状をしている
が、これは限定的なものではない。構成がビューの測定および相関用ソフトウェア内で固
定化されるかぎり、光学系１０のあらゆる位置が考えられる。この同じ図中で、光学素子
の体積が削減されることから、センサーの近傍に画像処理システム３６（ｉｍａｇｅ　ｐ
ｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）を設置することができ、こうして、接続用ケーブルを介した情報の
喪失は回避される。
【００９５】
　ここで図３ｃを参照すると、画像反射ミラー３９は、全部で二つ以上あり、異なる角度
に沿ってカメラのヘッド内に位置づけされ、関係する画像誘導ミラーに対面してそれ自体
位置づけされているカメラ１の本体内の集束系２１の後方に設置された一つ以上のＣＣＤ
またはＣｍｏｓセンサー上での画像の捕捉を可能にしている。異なるＬＥＤ１４－１７－
３３および３７、ならびに、場合によっては画像処理システム３６が認められる。
【００９６】
　図３ｄには、一つの変形形態が示されている。この場合、問題となっているのは、集束
系２１とセンサー２０を含む光学系１０にわずかに角度をつける唯一のミラー４０しか使
用しないことである。この極めて特殊な配置は、補足図面に認められ、この図には、保護
用ガラス板を通してカメラヘッド内にある唯一のミラー４０と、二つのセンサー４２の位
置が見られ、これら二つのセンサーは、ミラーの表面が画像を反射するのに必要かつ充分
となるように、数度という比較的小さい角度を成しており、異なる二つの角度は二つのセ
ンサーの位置に対応している。
【００９７】
　当然のことながら、また本発明によると、この組立ては特殊なケースであり、これは、
一つ以上のミラーと二つ以上のセンサーで構成され得る。
【００９８】
　ここで図２ｄの構成に対応する図３ｅを参照すると、唯一の静的ミラー４０の代りに配
置された複数のマイクロミラー４３が見える。複数のＤＭＭＤ部品を使用することができ
るが、一つだけで充分である。多数化させると、第三次元の追求アルゴリズムを単純化さ
せながら、画像を多数化して測定精度を高めることができる。
【００９９】
　この組立てにおいては、非限定的であるが、集束系２１とＣＣＤまたはＣｍｏｓ２０の
みのアセンブリが、カメラの本体４４内に、または、マイクロミラーの真近の位置つまり
カメラのヘッド４５内に存在する。
【０１００】
　同様に、図３ｃおよび３ｅ中に記載の組立てにおいて、図２ｅの構成で示されているよ
うな画像伝送用光ファイバを用いて画像を誘導することができる。この場合、ミラー、マ
イクロミラーの前にまたは直接測定対象物体の方向に（図２ｆ）、場合によっては光学系
の後方に、そして、画像伝送用光ファイバのもう一方の端部に対面してそれ自体位置づけ
されたカメラの本体内に設置された一つまたは複数のＣＣＤまたはＣｍｏｓセンサーの軸
内に、一つ以上の光ファイバが設置される。同様に、非常に短いファイバを利用し、カメ
ラのヘッド内に光学系＋センサー１０を設置することも可能であり、そのことによりシス
テムの組立ておよび調節が有意に限定される。
【０１０１】
　図４ａ、４ｂおよび４ｃは、本発明が、これまで歯科および眼科において解答のないま
まにとどまってきた臨床的なニーズにどれほど応えるものであるかを明示している。
【０１０２】
　歯学では、義歯またはインプラントを製作する目的で診断を行いたい、または印象を作
製したいと考える医師は、（測定対象表面およびもたらされる精度に関して）必要な情報
のみを迅速に提供するタイプと完全かつ正確なタイプという二つのタイプのアプローチを
必要とする。例えば、準備ゾーンの光学印象が正確、完全でかつ精緻なものであるならば
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、そして対咬歯の光学印象が同じ注意を必要としない接点（歯冠尖頭（ｃｕｓｐｉｄｅｓ
）、溝）の測定および歯列弓の形状の測定を少なくとも提供する場合、下顎臼歯のクラウ
ンの製作は、歯科用ＣＦＡＯによって実施可能である。同様に、歯の矯正器具（歯列矯正
）用の印象には、インプラントヘッド上のセラミックブリッジの製作に関するほどの精度
は求められない。
【０１０３】
　このような理由から、本発明に係る装置は、次の三つのタイプの歯科用カメラの形で入
手可能である。
【０１０４】
　図４ａに概略的に示されているタイプ１は、複数のビューの撮影を可能にするものの測
定ヘッドの移動を必要とする、歯学における本発明の装置を表わしている。これは、組織
および病気の認識を容易にするため、本発明の原理を用いて、すなわち焦点距離の修正も
調整も無くしかも構造光を利用せずにＬＥＤ光の投影を用いて、歯列弓をカラーで３Ｄ撮
影するカメラである。このカメラは単体であっても、二つの部分に分割されていてもよく
、この場合、一つの部分は「測定ヘッド」４６と呼ばれ、ＬＥＤが付随する光学系（レン
ズ＋ＣＣＤまたはＣｍｏｓセンサー）を含み、第二の部分４７は「処理用本体」と呼ばれ
、カメラヘッド４６などの複数のタイプの「印象用ヘッド」を汎用本体４７上にまとめる
特定のプラグ４８に接続可能で、場合によっては、他の形態の「光学印象用ヘッド」向け
に利用可能な制御カードおよび画像処理カードを格納する。
【０１０５】
　タイプ２は、カメラのヘッド内に存在するものと同じ基本ユニットの組立てであるが、
加増されて、半歯列弓のためのある種の光学印象トレー４９内に分布させられている組立
てで構成されている。構造光用の誘導路が無く画像誘導路が一本しかないため、保護ガラ
ス１７の後方に半歯列弓に沿ってカメラの端部にある組立てを増やすことができ、こうし
て情報を得るために歯列弓をくまなく走行する必要がないという事実によって、この組立
ては可能となる。たった一回の露光により、アンダーカットを含まない撮影軸内にある歯
の表面全体のデータ収集が可能である。この撮影は高速でかつ、患者に不快感を与えずに
完全な測定値または情報を得るのに充分なものである。
【０１０６】
　画像処理部分は、印象トレー５０に内蔵されていてよく、あるいは、タイプ１のものと
類似のプラグ４８を介して接続解除することができ、こうしてこの印象トレーは廉価でタ
イプ１より単純なものにすることができ、また制御・画像処理カードを格納するタイプ１
と同じ「処理用本体」４７を利用することができる。
【０１０７】
　印象の読出し用および印象採得用の小型システムの取扱いを容易にするため、接続は、
補助ケーブルまたは図には示されていないコネクタ４８とカメラケース４７をまとめるＷ
ｉｆｉなどの無線システムを介して行なわれることがあり得る。
【０１０８】
　タイプ３は、歯列弓全体向けの、タイプ２の拡張であり、図２ａおよび２ｂのシステム
の場合のように予め位置づけされた光学系を保護する完全な歯列弓５１の形状の保護用ガ
ラス板を有する。
【０１０９】
　タイプ２と同様、タイプ３は、柄５０の中にある画像処理システムと単体で実施される
か、または、互換性画像処理システム４７の恩恵を享受できるようにする特定のプラグ４
８のおかげで接続解除可能であるものと考えられる。
【０１１０】
　このタイプ３は、反対側の歯列弓上の義歯に対応する大がかりな歯牙咬合の復元のため
、または、アンダーカットゾーンのビューを必要としないいくつかの診断のためには、非
常に有用である。同様に、このタイプは、放射線ビューまたはコーンビームビューの相関
のためそしてこうして光学印象および放射線印象に由来する情報の収集を容易にするため
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に有利に使用されて、主要な適用を見いだす。インプラント学の分野において非常に重要
な技術でありニーズであるこのタイプ３は、手順を著しく簡略化し、臨床Ｘ線撮影と歯科
技工師の自らの技工所におけるＣＦＡＯの実施の間のあれほど待ち望まれていた連係を保
証するものである。
【０１１１】
　実際、２ＤタイプのＳｃａｎｎｅｒまたはＣｏｎｅ　ｂｅａｎでの、あるいは３Ｄタイ
プのＩＲＭでの放射線印象においては、歯肉および歯の外部表面の情報は存在するものの
正確でないということがわかっている。我々の発明に由来する光学印象を用いてこの同じ
表面を認識することで、二つのファイルを統合して、全く安全にインプラントを製作でき
るようにする完全な一貫性のある精密なアセンブリを入手しかつ既存の歯科用ＣＦＡＯソ
フトウェアを得ることが可能になる。
【０１１２】
　図４ａの断面５２、タイプ２または３は、図３ａおよび３ｂ内に記されている配置の二
つの変形形態を見ることができるようにしている。携帯型コンピュータのスクリーンに含
まれるＷｅｂカメラが示すように、センサーと焦点レンズとを組み合わせた光学系の体積
を一段と縮小することが可能である。我々の集束系は固定化され、規定の被写界深度およ
び体積に比べ精密であることから、我々は本発明によって、センサーを小型化し数を増や
して、実施すべき光学印象に沿ってこれらのアセンブリを配置することで、アンダーカッ
トを含めた検討対象の表面全体の解析の恩恵を享受できるようにすることを提案する。
【０１１３】
　したがって、図４ｂは、図中には見られないＬＥＤでとり囲まれガラス板１７によって
保護された小型読出しヘッド（焦点レンズとセンサー）を伴うタイプ１、２および３のこ
れらのシステムの一変形形態を表わしている。この変形形態は、歯列弓の全体または一部
分を包み込み、たった一回の露光で、口腔前庭表面（ｓｕｒｆａｃｅｓ　ｖｅｓｔｉｂｕ
ｌａｉｒｅｓ）５４、歯牙咬合表面（ｓｕｒｆａｃｅｓ　ｏｃｃｌｕｓａｌｅｓ）５５お
よび舌表面６５を撮影できるようにする。したがって、これは、さらに包囲的で体積が大
きいものの、アンダーカットを伴うまたはアンダーカットの無いゾーンの完全かつ精密な
撮影を行なうことのできる特殊なタイプのカメラである。このカメラは、歯列弓ゾーンに
局在化されたタイプ１、半歯列弓用のタイプ２、あるいは、歯列弓全体用のタイプ３とい
う構成に応じて使用可能である。撮影は完全かつ包括的そして超高速である。相関および
測定は、本発明の目的である光学系および集束系の配置の画像処理アルゴリズムおよび不
動性による先験的知識によって容易になる。このタイプ４ｂは、口内で使用可能な組立て
であるが、歯科医院および歯科技工所でそれが全面的に応用できるのは、作業用の石こう
製の型に応用した場合である。印象採得は、それが画像の中心に向かって収束することか
ら、遠心性光学印象（ｅｍｐｒｅｉｎｔｅ　ｏｐｔｉｑｕｅ　ｃｅｎｔｒｉｆｕｇｅ）と
呼ばれる。
【０１１４】
　図４ｃは、従来の印象トレー５７の中での印象採得用の凸状の別の変形形態を示してお
り、これによって歯科医はその型の注型を実施しなくてすむようになる一方で、歯科医が
望む場合には従来の印象を作製してデジタル形式（ハード媒体またはインターネット）で
技工所に伝送することも可能になっている。印象採得は、それが画像の外に向かって収束
するため、求心性光学印象（ｅｍｐｒｅｉｎｔｅ　ｏｐｔｉｑｕｅ　ｃｅｎｔｒｉｐｅｔ
ｅ）と呼ばれる。
【０１１５】
　図５ａ、５ｂおよび５ｃは、図５ａでは二つの光学系６４を伴うカメラについて、図５
ｂ上では三つの光学系６５を伴うカメラについて、そして図５ｃでは半歯列弓についての
、歯学における視覚化システムの光学窓の詳細図を表わしている。これらの図には、一つ
の位置づけ様式が視覚化されているが、これは一例にすぎず、これらを詳述することで、
レンズまたはミラーであり得る画像誘導路５８の位置、および、例えば非限定的に赤色お
よび／または赤外６０、オレンジ色６１、緑色６２、青色および／または紫外６３におけ
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るＬＥＤのような、特定の波長のＬＥＤおよび「白色」ＬＥＤ５９の可能な位置、を見る
ことができる。
【０１１６】
　図５ｂに見られるように、白色ＬＥＤ６６は、保護窓１７の周囲に位置づけ可能である
。
【０１１７】
　これらのＬＥＤ各々は、本文の以下の部分においてより完全に説明される特定の役割を
有する。「白色または昼光」と呼ばれるＬＥＤは、信号／雑音比に有利に作用しながら正
確に人間の目が知覚する「トゥルー」カラーを読取ることを目的としており、一方、既定
の波長値を有するＬＥＤは、数学（相関ゾーン…）、病理学（病理、蛍光反応…）または
解剖学（歯肉は赤色であり、歯は白色である）レベルで興味深いゾーンを明らかにするこ
とを役目としている。
【０１１８】
　ここで図６を参照すると、本発明の目的である装置を用いた歯科測定の処理および組織
解析のさまざまなステップが示されている。
【０１１９】
　歯学における本発明の目的である装置の機能が充分に理解されるように、この図６には
、その使用の異なる状態が提示されている。非限定的ではあるが、一例として分光比色分
析などの補完的段階も存在し得るという点に留意されたい。
【０１２０】
　第一段階において、作業者は、それが担当歯科医であろうと、助手または歯科技工所の
技工士であろうと、手にカメラをとり、こうすることで、カメラの支持体上に存在するか
またはカメラ自体の中に包含された小さい始動用ツメによってソフトウェアがエミュレー
トされることになる。作業者は、患者７８の口の中で、印象上または口腔ビューの複製モ
デル上にカメラを挿入する（そして、ダイヤグラムには示されていないが、図１のスクリ
ーン５）に対応するスクリーンを用いてカメラがキャッチしたビューであるその位置を視
覚化する）。作業者はボタン１８を押し、動的なビューすなわち連続したビューのフィル
ムの捕捉システムの読出しおよび録画を開始させ、この動作は、ボタン１８が解除された
時点または二回目に押されるまで継続されることになる。カメラを手にとった時点で選択
される一般メニューのレベルで、コンピュータ５上でカメラが提示する「印象採得３」、
「単なる３Ｄ視覚化」または「単なる２Ｄ視覚化」という質問１の中から選択を行うだけ
で、録画なしの単なる読出し機能が可能である。
【０１２１】
　印象は、センサーの高速再書込み、および、カメラ１および／またはコンピュータ５お
よび／または中間ボックス６からのメモリー８０内への連続的画像送信によって、次々と
画像が補完される。各データについてアルゴリズム処理８１が実施されて、そこから、リ
ポジトリ内の各測定対象点の空間的位置および色を知ることができるようにする特性を抽
出する。こうして、このリポジトリ内で点の集まり８２の生成が可能になる。これらの点
の集まりは集められて８３、共通リポジトリ内に入れられ８４、その後、それらは同じリ
ポジトリの一意的な点の集まりの中で相関される８５。当然のことながら、この手順は、
図２ａ～２ｅ中で規定されているような採用された構成のタイプに応じてわずかに異なる
ものであってよい。ビューは、点を豊富に有するためフィルタリングされて８６、そこか
ら必要かつ充分なデータが抽出され、かつ／または、それらは点毎に単純なマトリックス
値の形でまたはアルゴリズムの形で提示される。画像撮影の時点でビデオビューに対して
、または完全に下流側で対数関数に対して、このステップを行なうことも可能であるため
、例えばこのレベルで、ぜひとも必要というわけではないが、測定対象表面に応じて情報
の密度を確認すること８７が可能である。一表面単位あたりに存在する点の数の程度の適
切な選択あるいは適正なオフセットの選択によって、測定値が正確な光学印象を提供する
のに充分なものであるか否かが判明することから、この作業は明らかに重要である。この
データ確認が行なわれ８７、印象の有効化または補足的撮影８９および９０へと至る。こ
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の決定は、補完すべきゾーンについて（例えば）赤色で測定対象ゾーンをスクリーン５上
に提示すること８８によって、そして十分に豊富なゾーンについては（例えば）緑色の視
覚化によって、下すことができる。
【０１２２】
　補足的ビューは、初期ビューと同じルートをたどり、例えば８３において不十分な点の
集まりを補完する。
【０１２３】
　残るは、点の集まりの各点の有効化されたデータをまとめ９４、場合によっては最終的
な視覚化９５を行なうことだけである。全ては、「光学印象採得ファイル」と呼ばれる第
一のタイプのファイルの構想９６へと通じる。
【０１２４】
　すでに記した通り、撮影７８の際に、ＬＥＤでの照明が起動される７９。ビューのタイ
プの選択という質問に、メニュー内には別の三つの質問「光学印象」または「スペクトル
解析」または「病理学的解析」が付加される。この第二の選択肢は、選択された照明タイ
プの定義づけを可能にする。光学印象を選択した場合、起動させられるのは、「昼光」と
呼ばれるＬＥＤ１４か、または、その相補性によって公知のスペクトル光３３を発するＬ
ＥＤで構成されたＬＥＤである。したがって印象はカラーであり、こうして要求された情
報を生成すること９１が可能となる。この情報は、点の集まりを補完する８３か、または
、記憶されたファイル９３に比べて、色調のおおまかな識別を可能にする特定のカラーフ
ァイルに入る９２。色調をより良く知ることを望む場合には、「スペクトル解析」機能を
選択して連続的かつ特定のＬＥＤ６０－６１－６２－６４を起動させることによりＩＲか
らＵＶへのスペクトル走査を行なう。これら二つのファイルは、分光比色分析に由来し「
三次元ビューでカラー」の第二の特定のファイルタイプを生成する９６ことを可能にする
。最後に、「病理学的解析」機能を起動させることにより、研究対象の各病気に適した貫
通する強度をもつこれらの同じＬＥＤが特定的にかつ／または連続的に起動され、こうし
て、実施された検出を示すカラー三次元ビューを用いて「病理学」という名前の第三のタ
イプのファイルを生成する９６ことが可能になる。
【０１２５】
　第一、第二および／または第三のタイプのこれらのファイルは、予め作成された患者カ
ルテ（９７）に添付され、特定のまたは標準的（ＳＴＬ・・・）フォーマットでローカル
に（Ｗｉｆｉ、ＵＳＢケーブル、イーサネット・・・）または外部に（インターネット・
・・）伝送される。
【０１２６】
　したがって、本発明は、公知のあらゆるシステムと異なり、分光比色法の測定値に対応
するスペクトルデータを用いてカラー動的光学印象ファイルの生成を可能にすることがわ
かる。
【０１２７】
　本発明によると、有利にも、顎の口腔前庭ゾーン内にカメラを設置することにより、下
顎の動きに追従することが可能である。非限定的な一例にすぎないが、赤色ラインが、上
顎上および下顎上に引かれ、次に、二つの顎の動きは、開始から動きの終りに至るまで、
口腔前庭ビューで撮影される。カメラは、ある点の集まり（下顎）が別の点の集まり（原
則として不動とみなされる上顎）との関係において移動しているビューを撮影する。マー
キングは独立して各々の顎に属することから、システムは、赤色ＬＥＤの照明時点で引き
立たせられるカラーマーキングの移動にしか追従しない。上顎と下顎について光学印象が
別個に作製される時点でこの同じマーキングが存在することから、相関ソフトウェアは、
各々の顎の画像を相関するためのみならず、第四次元である時間に応じて動きを視覚化す
るためにも、このカラーの見当合せを利用する。
【０１２８】
　有利にも、そしてこれは本発明の非常に有利な点であり続けているのであるが、３Ｄビ
ューに基づいてカラー２Ｄで作業することが可能である。これは、次の二つの異なる方法
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で行なうことができる：
－　ラスタまたは他の構造光の投影無く昼光７９を使用することから、撮影７８中の制御
アプローチにおける視覚化スクリーン５は、この光学印象カメラを単なる２Ｄカメラとし
て使用できるようにし、こうして歯科医師の投資コストは有意に制限される。
－　同様に、デジタル処理そして特定の波長のＬＥＤの走査により顕示された病理学的ゾ
ーンの明示の後、この２Ｄ視覚化を実施することもできる。この技術は、当然、３Ｄ画像
からしか可能ではない。
【符号の説明】
【０１２９】
　　１　　カメラ
　　２、４　　接続
　　３　　ケーブル
　　５　　コンピュータ
　　６　　ボックス
　　７　　ヘッド
　　８　　アーム
　　９　　本体
　１１　　ケーブル
　１２　　画像接続カード
　１０　　中央レンズ
　１３　　コネクタ
　１４、１５　　光学系
　１８　　ボタン
　２０　　センサー
　２１　　固定集束系
　２４　　マイクロミラー
　２６　　光ファイバ
　２８　　光伝送ファイバ
　３３、３７　　ＬＥＤ
　３６　　画像処理システム
　４０　　ミラー
　４２　　センサー
　４３　　マイクロミラー
　４７　　処理用本体
　４６　　カメラヘッド
　４８　　プラグ
　４９、５７　　印象トレー
　５１　　歯列弓
　６５　　光学系
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１３０】
【特許文献１】米国特許第４，６６３，７２０号明細書
【特許文献２】米国特許第４，７４２，４６４号明細書
【特許文献３】米国特許第４，６１１，２８８号明細書
【特許文献４】米国特許第５，０９２，０２２号明細書
【特許文献５】ＦＲ　８４，０５１７３
【特許文献６】米国特許第４，９５２，１４９号明細書
【特許文献７】国際公開第９４／０００７４号
【特許文献８】米国特許第７，３９９，１８１号明細書
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【特許文献９】ＵＳ　１０，７２６，２５７
【特許文献１０】米国特許第７，３３５，８７６号明細書
【特許文献１１】米国特許第７，３６１，０１８号明細書
【特許文献１２】米国特許第７，３６１，０１７号明細書
【特許文献１３】米国特許第７，３９３，２０８号明細書
【特許文献１４】米国特許第６，３１８，９９４号明細書
【特許文献１５】米国特許第６，８０２，７１３号明細書
【特許文献１６】ＵＳ　１１，４０５，９７２
【特許文献１７】米国特許第７，３７２，６４２号明細書
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